
「今後の政局について」／
村岡兼造衆議院議員（9月
22日政経懇談会）

9月22日に開催された政経懇談会では、自

民党幹事長代理の村岡兼造衆議院議員（前

内閣官房長官）を招き、自民党総裁選後の政

局等について聞くとともに、懇談した。

■総裁選後について

　今回の総裁選では、小渕総理が３５０票を獲得

し、他候補に大差をつけて勝利したが、結果的には

加藤氏、山崎氏とも目標以上の支持を集めたわけ

で、３者ともまずまずの結果であるといえる。

　新内閣発足にあたって、自自公には、衆議院定数

削減、さらに選挙協力といった問題がある。選挙協

力については、私も幹事長代理として自由党とと

もに検討してきたが、その取りまとめにあたって

は、「大変だ」と言われているが、「どうしても出る」

という人間については無所属で出てもらうしかな

いわけで、選挙協力そのものは、それほど連立の障

害になるものではないと考えている。自民党とし

ては、大きな政党であるので、「できるところでは

こちらが引いて」協力したい。ただ、すべてにおい

て協力するというわけにはいかない。

■次期臨時国会以降

～政治主導の意思決定プロセス定着に向けて～

　臨時国会の招集はいつかということになるが、こ

れは１０月の末か１１月の初めのことになると思

う。いずれにせよ、この臨時国会は画期的なものに

なるだろう。というのも、従来の政府委員が廃止さ

れ、「役人」は参考人ということになるからである。

また、政務次官については８名増員し、現在の２４

名から３２名になる。また、平成１２年１月の国会

から国家基本政策委員会が設置されるが、次回の臨

時国会では、週に１回、与野党の党首が討論を実施

する場を設けるといった試みを検討している。

　さらに、平成１３年１月の省庁再編と同時に、副

大臣２２名、大臣政務官２６名が新たに設置され

るが、これは一連の国会審議の活性化、および政治

主導の政策決定システムの確立のための措置で、

非常に画期的なものである。従来は、大臣が外国へ

行く際には国会の承認が必要であったが、そのよ

うなことでは重要な国際会議への出席等に不都合

が生じる可能性があった。しかし、副大臣制の設置

に伴い、大臣が外国に行かなくてはならない場合
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には、副大臣が大臣に代って国会で答弁を行うこ

とが可能になる。これらの制度の導入によって、国

会がどのようになるのかはやってみないとわから

ないが、政治主導になりつつあるということはで

きる。ただ、一方で大臣と副大臣の意見が違った場

合に、それが表面化すれば、両者のうちどちらかが

辞任しなくてはならないといった状況が生まれて

くるかもしれない。官僚の不祥事の影響もあるの

だろうが、世界の趨勢を受けて、政治家の側におい

ても「これではダメだ」ということで、政治主導の

流れが確立しつつあることは間違いない。そして、

今後、その流れは強くなっていくのではないかと

思う。

■自自公誕生の背景、衆議院解散について

　小渕総理も再選を果たしたとはいえ、総選挙が

１年以内には必ず実施される。自自公の問題につ

いては、引続きマスコミ等で話題になるだろう。そ

もそも自自公連立に踏み切った背景には、昨年の、

いわゆる「金融国会」や額賀前防衛庁長官の罷免と

いった問題がある。マスコミ等には「数だけではお

かしいのではないか」という論調が多かったが、結

局、民主主義の結論は「数」である。政局が安定して

いない場合には、危機に対処することは非常に難

しいことであり、そういった意味からも政局の安

定というものが非常に重要になってくるのだ。た

だ、単なる「数あわせ」ではなく、政策の一致という

ものが必要なわけで、政策については、現在、３党

間で調整中である。

　衆議院の解散についてはいろいろ言われてお

り、１２月の予算編成後の解散といったことも囁

かれているが、自由、公明両党との連立政権である

小渕新内閣が、１０月に発足して２ヶ月程度で解

散ということは、「考えうる一つの選択肢」ではあ

るが、その可能性は低いと考えている。

■「天下り」人事の是正

　私は党内で「天下り」問題にも取組んでいる（公

務員倫理法制定に関する調査会長）が、従来は各省

単位で対応していたものを、来年度から総務庁で

「人材バンク」のようなものを設立し、内閣で対応

していこうと考えている。経済界においても、でき

れば「お役所」からの人材を受け入れなくてもやっ

ていける、もしくは自発的に「返上」していくくら

いの覚悟が必要なのではないかと思う。

　中央官庁の事務次官の退官を６２歳まで延長す

べきだという声があるが、現在は５８、９歳で退官

しているのが実態である。また、「ライン」のポスト

が限られているため、５０歳くらいになると、「肩
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たたき」が始まるようであるし、５２、３歳になる

と３０～４０％の職員に対して肩たたきがあるよ

うだ。そういった人材を民間企業に「出す」わけで、

民間企業からすれば、正直なところ「（お役所で）い

らなくなった人材を放出する」のであるから、実際

にはそのような人材は必要ないはずである。しか

し、「お上」の存在というものは強いのだろう。

　私は、以前から何度も「天下りはダメだ」と言っ

てきた。官房長官時代にも、（キャリア官僚を）２

８、９歳で地方の税務署長に就任させるという、大

蔵省のシステムは「絶対にダメだ」と主張した。か

なりの抵抗があったものの、現在はこれが３３歳

くらいになっているという。しかし、それでもまだ

若いと考えている。職員数が３０～４０人の地方

の税務署に、本省から２８、９歳の人間が来て署長

に就任しても、実質的な実務はほとんど何もして

おらず、実務は副所長がほとんどすべてやってい

るというのが現状である。このようなシステムは

もはや通用しないのだということで止めさせたの

であるが、天下りの問題についても、「役所の論理」

というものはなかなか変えにくいものである。

　しかし、現実には５０歳前後で肩たたきを受け

て、辞めろと言われても、その後の生計を立ててい

くことができないわけで、今後は「ライン」の役職

は無理であるとしても、実務の「スタッフ」として、

たとえば６０歳まで雇用していくというふうに改

めるべきである。その中で、現在は仙台の国税局長

であれば４０歳台であるものを、５２、３歳で就任

するといったように、（就任年齢を）「引き上げ」て

も良いのではないかと思う。また、日本橋の税務署

長などは、何千億円という税金を扱うわけである

から、５７、８歳の人間が務めても良いのではない

かとも思う。今後の少子高齢化社会の中で、公務員

も実務スタッフについては、途中で放出すること

なく、６５歳くらいまで雇用しないと対応できな

くなるような状況も考えられる。いずれにせよ、自

民党と人事院との間ではこのようなことを話合っ

ており、１０月中には天下りの問題について、党か

ら意見を出すことを考えている。
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